
第35 特定小規模施設用自動火災報知設備 

 特定小規模施設用自動火災報知設備の設置に係る工事が完了した場合における試験は、次表に掲げる試験区分及び項目に応じた試験方法及び合否の判定基準によること。 

ア 外観試験 

試 験 項 目 試 験 方 法 合 否 の 判 定 基 準 

警 戒 区 域 警 戒 区 域 の 設 定 目視により確認する。 

ａ 警戒区域は、３以上の階にわたらないこと。ただし、階段、エレベー

ター昇降路等に煙感知器を設ける場合は、この限りでない。 

ｂ 警戒区域の一辺の長さは、50ｍ以下であること。 

受 信 機 

設置場所等 

設 置 場 所 

目視により確認する。 

ａ 防災センター等又は火災表示を容易に確認できる場所に設けてあるこ

と。 

ｂ 温度、湿度、衝撃、振動等により機器の機能に影響を受けるおそれの

ない場所に設けてあること。 

ｃ 機器が損傷を受けるおそれのない場所に設けてあること。 

ｄ Ｐ型１級受信機で接続することのできる回線の数が一のもの、Ｐ型２

級受信機、Ｐ型３級受信機、ＧＰ型１級受信機で接続する回線が１回線

のもの、ＧＰ型２級受信機及びＧＰ型３級受信機は、３台以上設けられ

ていないこと。 

ｅ Ｐ型３級受信機及びＧＰ型３級受信機は、延べ面積又は床面積が150

㎡を超えるものに設けられていないこと。 

周囲の状況 

・操作性 

ａ 操作上又は点検実施上支障とならない位置で、かつ、操作等に必要な

空間が保有してあること。 

ｂ 直射日光、外光、照明等により表示灯の点灯に影響を受けないような

位置に設けてあること。 

設 置 状 況 地震等により、倒れないよう堅固に設けてあること。 

構 造 ・ 性 能 目視により確認する。 

ａ 検定品であること。 

ｂ 機器の各部に変形、損傷等がないこと。 

ｃ 外部から人が容易に触れるおそれのある充電部は、保護してあること。 

ｄ ヒューズ等は、容量が適正であり、容易にゆるまないよう取り付けて

あること。 

ｅ 接地端子が設けられているものにあっては、適切な接地が施されてい

ること。 

操 作 部 目視及びスケール等を用いて確認する。 

ａ 電源監視装置は、正常であること。 

ｂ 操作スイッチは、床面から0.8ｍ（いすに座って操作するものにあって

は0.6ｍ）以上1.5ｍ以下の高さに容易に操作できるように設けてあり、

損傷、ゆるみ等がなく、停止点が明確であること。 

ｃ 各種表示灯は、点灯状態が正常であり、かつ、灯火は前面３ｍ離れた

位置で明確に識別できること。 

ｄ 表示装置には、警戒区域の名称が容易に消えずに、かつ、適正に表示

してあること。 

予 備 品 等 目視により確認する。 ａ 所定の予備品、回路図等が備えられていること。 



ｂ 表示温度等設定一覧図（アナログ式に限る。）、システムブロック図（自

動試験機能を有するものに限る。）を備えてあること。 

中 継 器 

設 置 場 所 等 目視により確認する。 

ａ 温度、湿度、衝撃、振動等により機器の機能に影響を受けるおそれの

ない場所に設けてあること。 

ｂ 操作上又は点検実施上支障とならない位置で、かつ、操作等に必要な

空間が保有してあること。 

ｃ 機器が損傷を受けるおそれのない場所に設けてあること。 

ｄ 腐食性ガス等が滞留するおそれのある場所に設けるものにあっては、

適当な防護措置が講じてあること。 

ｅ 可燃性ガス等が発生又は滞留するおそれのある場所に設けるものにあ

っては、防爆構造のものであること。 

ｆ 雨水等の影響を受ける場所に設けるものにあっては、適当な防護措置

が講じてあること。 

構 造 ・ 性 能 目視により確認する。 

ａ 検定品であること。 

ｂ 機器の各部に変形、損傷等がないこと。 

ｃ 外部から人が容易に触れるおそれのある充電部は、保護してあること。 

ｄ ヒューズ等は、容量が適正であり、容易にゆるまないよう取り付けて

あること。 

ｅ 接地端子が設けられているものにあっては、適切な接地が施されてい

ること。 

予 備 品 等 目視により確認する。 

ａ 所定の予備品、回路図等が備えられていること。 

ｂ 表示温度等設定一覧図（アナログ式に限る。）、システムブロック図（自

動試験機能を有するものに限る。）を備えてあること。 

電 源 

（ 電 池 を 除 く 。） 

常 用 電 源 目視により確認する。 

ａ 専用の回路（電力が正常に供給されていることが確認できるものにあ

っては分電盤との間に開閉器が設けられていない配線）からとられてい

ること。 

ｂ 電源の容量が適正であること。 

非 常 電 源 の 種 別 目視により確認する。 
非常電源専用受電設備（特定防火対象物で 1,000㎡以上のものを除く。）

又は蓄電池設備（予備電源を含む。）であること。 

感 

 

 

知 

 

 

器 

警 戒 状 況 目視により確認する。 

ａ 感知器（炎感知器を除く。）は、設置場所、取付け高さに適した種類及

び種別のものが取り付けてあり、かつ、未警戒部分がないように、感知

区域の面積に応じた個数が取り付けてあること。 

ｂ 炎感知器は、設置場所に適した種類のものが取り付けてあり、かつ、

監視空間又は監視距離が適正であること。 

ｃ 居室及び収納室の壁に取り付ける場合は、当該室の床面積が30㎡以下

であること。 

ｄ 点検その他の維持管理ができる場所に設けてあること。 

ｅ 火災の感知を妨げる障害物がない場所で、かつ、有効に感知できる位

置に設けてあること。 



差動式スポット

型・定温式スポッ

ト型・補償式スポ

ット型・熱複合式

スポット型及び

熱アナログ式ス

ポット型 

設 置 状 況 目視により確認する。 

ａ 感知器の下端は、取付け面の下方0.3ｍ以内の位置に設けてあること。 

ｂ 壁又ははりから0.4ｍ以上離れた位置に設けられていること（天井の屋

内に面する部分に設置する場合に限る。）。 

ｃ 天井から下方0.15ｍ以上0.5ｍ以内の位置に設けられていること（壁の

屋内に面する部分に設置する場合に限る。）。 

ｄ 換気口等の空気の吹出し口から1.5ｍ以上離れた位置に設けてあるこ

と。 

ｅ 定温式の性能を有するものにあっては、周囲温度が公称作動温度（２

以上の公称作動温度を有するものにあっては、最も低い公称作動温度）

又は公称定温点より、20度以上低い場所に設けてあること。 

煙感知器（アナロ

グ式を除く。）・イ

オン化アナログ

式スポット型及

び光電アナログ

式スポット型 

設 置 状 況 目視により確認する。 

ａ 感知器の下端は、取付け面の下方0.6ｍ以内に設けてあること。 

ｂ 壁又ははりから0.6ｍ以上離れた位置に設けられていること（天井の屋

内に面する部分に設置する場合に限る。）。 

ｃ 天井から下方0.15ｍ以上0.5ｍ以内の位置に設けられていること（壁の

屋内に面する部分に設置する場合に限る。）。 

ｄ 天井が低い居室（天井高2.3ｍ未満）又は狭い居室（40㎡未満の居室）

の場合は、入り口付近に設けてあること。 

ｅ 天井付近に吸気口のある居室にあっては当該吸気口付近に、換気口等

の空気の吹出口のある居室にあっては当該吹出口から1.5ｍ以上離れた

位置に設けてあること。 

ｆ 廊下、通路、階段及び傾斜路を除き、一感知区域ごとに感知器が設け

てあること。 

ｇ 廊下及び通路に設けてある場合は、歩行距離30ｍ（３種の感知器にあ

っては20ｍ）以下であること。ただし、次の場合は、設けないことがで

きる。 

 ⒜ 階段に接続していない10ｍ以下の廊下又は通路 

 ⒝ 階段に至るまでの歩行距離が10ｍ以下の廊下又は通路 

 ⒞ 開放式の廊下又は通路 

ｈ 階段又は傾斜路に設けてある場合は、垂直距離15ｍ（３種の感知器に

あっては10ｍ）について１個以上設けてあること。ただし、開放式の階

段には設けないことができる。 

ｉ エレベーター昇降路、パイプダクトその他これらに類する場所（水平

断面積１㎡以上のものに限る。）は、最上部に１個以上設けてあること。

ただし、次の場合は設けないことができる。 

 ⒜ エレベーター昇降路の上部に機械室があり、当該昇降路と機械室と

が完全な水平区画がなく、当該区画に煙感知器を設けてある場合 

 ⒝ パイプダクトその他にこれらに類する場所が、２の階以下で完全に

水平区画されている場合 

 ⒞ 開放式の廊下等に接続するエレベーターの昇降路等の場合 



熱煙複合式スポ

ット型 
設 置 状 況 目視により確認する。 

ａ 感知器の下端は、取付け面の下方0.3ｍ以内に設けてあること。 

ｂ 壁又ははりから0.6ｍ以上離れた位置に設けられていること（天井の屋

内に面する部分に設置する場合に限る。）。 

ｃ 天井から下方0.15ｍ以上0.5ｍ以内の位置に設けられていること（壁の

屋内に面する部分に設置する場合に限る。）。 

ｄ 天井が低い居室（天井高2.3ｍ未満）又は狭い居室（40㎡未満の居室）

の場合は、入り口付近に設けてあること。 

ｅ 天井付近に吸気口のある居室にあっては当該吸気口付近に、換気口等

の空気の吹出口のある居室にあっては当該吹出口から1.5ｍ以上離れた

位置に設けてあること。 

ｆ 廊下、通路、階段及び傾斜路を除き、一感知区域ごとに感知器が設け

てあること。この場合の感知器の個数は、取付け高さ等に応じた感知面

積の大きいものの面積をもって算定すること。 

ｇ 廊下及び通路に設けてある場合は、歩行距離30ｍ（３種の感知器にあ

っては20ｍ）以下であること。ただし、次の場合は、設けないことがで

きる。 

 ⒜ 階段に接続していない10ｍ以下の廊下又は通路 

 ⒝ 階段に至るまでの歩行距離が10ｍ以下の廊下又は通路 

 ⒞ 開放式の廊下又は通路 

ｈ 階段又は傾斜路に設けてある場合は、垂直距離15ｍ（３種の感知器に

あっては10ｍ）について１個以上設けてあること。ただし、開放式の階

段には設けないことができる。 

ｉ エレベーター昇降路、パイプダクトその他これらに類する場所（水平

断面積１㎡以上のものに限る。）は、最上部に１個以上設けてあること。

ただし、次の場合は、設けないことができる。 

 ⒜ エレベーター昇降路の上部に機械室があり、当該昇降路と機械室と

が完全な水平区画がなく、当該機械室に煙感知器が設けてある場合 

 ⒝ パイプダクトその他これらに類する場所が、２の階以下で完全に水

平区画されている場合 

 ⒞ 開放式の廊下等に接続するエレベーターの昇降路等の場合 

炎 感 知 器 設 置 状 況 目視により確認する。 

ａ 感知器は、天井等又は壁に設けてあること。 

ｂ 感知器は、壁によって区画された区域ごとに、当該区域の床面から高

さ1.2ｍまでの空間の各部分から当該感知器までの距離が公称監視距離

の範囲内となるように設けてあること。 

ｃ 感知器は、障害物等により有効に火災の発生を感知できないことがな

いように設けてあること。 

ｄ 感知器は、日光を受けない位置に設けてあること。ただし、感知障害

が生じないように遮光板等が設けてある場合は、この限りでない。 
構 造 ・ 性 能 目視により確認する。 ａ 検定品であること。 



ｂ 変形、損傷等がなく、熱、煙又は炎の感知の妨げになる塗装等がされ

ていないこと。 

発 信 機 

設 置 場 所 等 目視により確認する。 

ａ 多数の者の目にふれやすく、かつ、操作の容易な場所に設けてあるこ

と。 

ｂ 押ボタンスイッチの位置は、床面から0.8ｍ以上1.5ｍ以下となるよう

設けてあること。 

ｃ 各階ごとに、その階の各部分から一の発信機までの歩行距離が50ｍ以

下となるように設けてあること。 

ｄ 操作上支障となる障害物がないこと。 

ｅ 腐食性ガス等が滞留するおそれのある場所に設けるものにあっては、

適当な防護措置が講じてあること。 

ｆ 可燃性ガス等が発生又は滞留するおそれのある場所に設けるものにあ

っては、防爆構造のものであること。 

ｇ 雨水等の影響を受ける場所に設けるものにあっては、屋外型又はこれ

と同等以上の防護措置が講じてあること。 

構 造 ・ 性 能 目視により確認する。 

ａ 検定品であること。 

ｂ 変形、損傷、腐食等がないこと。 

ｃ 消火栓ボックス等の扉の開閉にともなって可動する配線等は、開閉に

より機能に支障をきたさないように措置してあること。 

表 示 灯 

設 置 場 所 等 目視により確認する。 

ａ 発信機の直近に設けてあること。 

ｂ 多数の者が目にふれやすい位置に設けてあること。 

ｃ 腐食性ガス等が滞留するおそれのある場所に設けるものにあっては、

適当な防護措置が講じてあること。 

ｄ 可燃性ガス等が発生又は滞留するおそれのある場所に設けるものにあ

っては、防爆構造のものであること。 

ｅ 雨水等の影響を受ける場所に設けるものにあっては、適当な防護措置

が講じてあること。 

ｆ 取付け面と15度以上の角度となる方向に沿って10ｍ離れた位置から点

灯状態が、明確に確認できるように設けてあること。 

構 造 目視により確認する。 
ａ 灯火は、赤色であること。 

ｂ 変形、損傷、腐食等がないこと。 

地 区 音 響 装 置 設 置 場 所 等 目視により確認する。 

ａ 音響効果を妨げる障害物がない位置に設けてあること。 

ｂ 各階ごとに、その階の各部から一の地区音響装置までの水平距離が25

ｍ以下となるように設けてあること。 

ｃ 腐食性ガス等が滞留するおそれのある場所に設けるものにあっては、

適当な防護措置が講じてあること。 

ｄ 可燃性ガス等が発生又は滞留するおそれのある場所に設けるものにあ

っては、防爆構造のものであること。 

ｅ 雨水等の影響を受ける場所に設けるものにあっては、適当な防護措置



が講じてあること。 

構 造 目視により確認する。 

ａ 消防庁長官が定める基準に適合していること、又は総務大臣若しくは

消防庁長官が登録する登録認定機関の認定を受け、その表示が貼付され

ていること。 

ｂ 変形、損傷、腐食等がないこと。 

イ 機能試験 
試 験 項 目 試 験 方 法 合 否 の 判 定 基 準 
配 
 
 

線 

共 通 線 試 験 
受信機の個々の共通線について、共通線を外

し、受信機の回路導通試験により、試験用計

器等で断線となる警戒区域数を確認する。 
共通線が共用している警戒区域の数は、７以下であること。 

※ 送 り 配 線 試 験 

次表で定める警戒区域数に応じた任意の試

験回線数について、当該試験回線の感知器が

送り配線となっていることを確認した後に、

感知器の一線を外し当該回線末端の発信機

等を作動させることにより行う。 

警 戒 区 域 数 試 験 回 線 数 

10以下 １ 

11以上50以下 ２ 

51以上 ３ 

  

ａ 感知器の配線は、送り配線となっていること。 

ｂ 受信機の当該回線が火災表示しないこと。 

無 
線 
設 
備 

通 信 試 験 

無線式の感知器、中継器、地区音響装置及び

発信機ごとに、又は、連動型警報機能付感知

器ごとに通信試験スイッチを所定の操作方

法により操作し、又は通信状態に係る表示等

を確認する。 

ａ 受信機が設けられる場合にあっては、無線式の感知器、中継器、地区

音響装置及び発信機ごとに通信状態が正常であること。 

ｂ 受信機が設けられていない場合にあっては、連動型警報機能付感知器

ごとに通信状態が正常であること。 

受 
 
 

信 
 
 

機 ※火災表示試験 

２信号式受

信機及び蓄

積式受信機

以外の受信

機 

火災灯、地区

表示装置、主

音響装置及

び地区音響

装置（以下

「火災表示」

という。）の

作動状況 

火災表示試験スイッチを所定の操作方法に

より操作して回線ごとに行う。 火災表示、保持機能が正常であること。 

保持機能（Ｐ

型３級及び

ＧＰ型３級

を除く。） 
２信号式受 ２信号式の ① 火災表示試験スイッチ等を所定の操作 ａ 第１信号において地区表示装置及び主音響装置又は副音響装置が作動



信機 機能 方法により操作して回線ごとに行う。 

② 第１信号の受信時に発信機を作動させ

る。 

し、第２信号において火災灯の点灯及び地区音響装置が作動すること。 

ｂ 発信機を作動させた場合、直ちに火災表示を行うこと。 

蓄積式受信

機 
蓄積式の機

能 

① 火災表示試験スイッチ等を所定の操作

方法により操作して回線ごとに行う。 

② 蓄積時間中に発信機を作動させる。 

ａ 設定された時間以内に火災表示を行うこと。 

ｂ 発信機を作動させた場合、蓄積機能を自動的に解除し火災表示を行う

こと。 

※注意表示試験 

アナログ式

受信機 

注意灯、地区

表示装置及

び注意音響

装置（以下

「注意表示」

という。）の

作動状況 

注意表示試験スイッチ等を所定の操作方法

により操作して回線ごとに行う。 注意表示が正常であること。 

設定表示温度試

験 

アナログ式

感知器の設

定表示温度

等 

感度設定装置を操作する。 
ａ アナログ式感知器の表示温度等が表示温度等設定一覧図に示されたも

のと同じものであること。 

ｂ 表示温度等設定一覧図の内容が適正であること。 

※ 回 路 導 通 試 験 

導通試験スイッチ、回線選択スイッチ等を操

作して回線ごとに行う。ただし、回路の導通

状況を自動監視しているものにあっては、任

意の感知器回路を外す等断線状態とする。 

ａ 試験用計器等の指示値が適正であること。 

ｂ 断線警報を発すること。 

※同時作動試験 
常 用 電 源 使 用 時 任意の５回線（５回線未満の受信機にあって

は全回線）を火災作動状態にする。 受信機、主音響装置、地区音響装置、附属装置等の機能に異常がなく、適

正に火災作動状態を継続すること。 
予 備 電 源 使 用 時 任意の２回線（１回線の受信機にあっては１

回線）を火災作動状態にする。 

※感知器作動試

験 

自動試験機能を有するもの 所定の操作で作動させる。 
感知器の機能の正常又は異常が判別できること。 

遠隔試験機能を有するもの 外部試験器を接続する等所定の操作により

作動させる。 

※予備電源試験 電 源 自 動 切 替 機 能 主電源の遮断及び復旧を行う。 電源の自動切替え機能が正常であること。 
電 圧 予備電源スイッチを操作する。 所定の電圧値を有していること。 

※非常電源試験（予備電源が非常

電源を兼用している場合は、予備

電源試験を行うことにより省略

することができる。） 

電源自動切

替機能 主電源の遮断及び復旧を行う。 電源の自動切替え機能が正常であること。 

付 属 装 置 試 験 
付属装置を作動又は作動状態におき、火災表

示試験及び注意表示試験の試験方法により

行う。 

ａ 付属装置が受信機の機能に有害な影響を及ぼさないこと。 

ｂ 総合操作盤を接続するものには、受信機からの信号が総合操作盤に移

報すること。 

相互作動試験（一

の防火対象物に
相 互 通 話 状 況 受信機を設けてある場所相互間において相

互通話を行う。 同時に相互通話ができること。 



２以上の受信機

が設けられてい

るもの。） 
地 区 音 響 装 置 鳴 動 状 況 火災表示試験スイッチを所定の操作をして

行う。 いずれの受信機からも地区音響装置が正常に鳴動すること。 

中 
 
 

継 
 
 

器 

設定表示温度試

験 
アナログ式

中継器 

アナログ式

感知器の設

定表示温度

等 

感度設定装置を操作して行う。 
  

ａ アナログ式感知器の表示温度等が表示温度等設定一覧図に示されたも

のと同じものであること。 

ｂ 表示温度等設定一覧図の内容が適正であること。 

※ 回 路 導 通 試 験 

導通試験スイッチ、回線選択スイッチ等を操

作して回線ごとに行う。ただし、回路の導通

状況を自動監視しているものにあっては、任

意の感知器回路を外す等断線状態とする。 

ａ 試験用計器等の指示値が適正であること。 

ｂ 断線警報を発すること。 

※予備電源試験

（予備電源を有

するもの） 

電 源 自 動 切 替 機 能 主電流の遮断及び復旧を行う。 電源の自動切替え機能が正常であること。 

電 圧 試験スイッチを操作する。 所定の電圧値を有していること。 

感 
 
 

知 
 
 

器 

差動式スポット

型・補償式スポッ

ト型・定温式スポ

ット型（再用

型）・熱アナログ

式スポット型 

※ ☆ 作 動 試 験 加熱試験器を用いて感知器を作動させて行

う。 
正常に作動すること（連動型警報機能付感知器にあっては、他の連動型警

報機能付感知器が連動することを含む。）。 

定温式スポット

型（非再用型） ※ ☆ 作 動 試 験 

設置されている感知器の個数に応じて、次表

により抜き取った個数の感知器それぞれに

ついて、加熱試験器を用いて作動させる。 

感知器設置個数 抜 取 個 数 

１以上10以下 １ 

11以上50以下 ２ 

  

正常に作動すること（連動型警報機能付感知器にあっては、他の連動型警

報機能付感知器が連動することを含む。）。 

イオン化式スポ

ット型・光電式ス

ポット型・イオン

化アナログ式ス

ポット型・光電ア

ナログ式スポッ

ト型 

※ ☆ 作 動 試 験 加煙試験器を用いて行う。 正常に作動すること（連動型警報機能付感知器にあっては、他の連動型警

報機能付感知器が連動することを含む。）。 

炎 感 知 器 ※ ☆ 作 動 試 験 感知器に適応する試験器を用いて行う。 正常に作動すること（連動型警報機能付感知器にあっては、他の連動型警

報機能付感知器が連動することを含む。）。 
発 
信 
機 

作 動 試 験 
① 押ボタンを操作して作動させ行う。 

② Ｐ型１級発信機にあっては、送受話器を

接続して通話を行う。 

ａ 正常に作動すること。この場合において、確認灯を有するものにあっ

ては、正常に点灯すること。 

ｂ Ｐ型１級発信機にあっては、受信機との間で相互に同時通話できるも



のであること。 

地 
区 
音 
響 
装 
置 

鳴 動 方 式 試 験 所定の操作により作動させ行う。 
ａ 地区音響装置が、鳴動方式に応じ正常に鳴動すること。 

ｂ 一定時間以内及び新しい火災信号を受信した時は一斉に鳴動するこ

と。 

作 動 試 験 

音声により警報を発するも

の以外のもの 

音響装置（取り付けられた状態）の中心から

１ｍ離れた位置で騒音計（Ａ特性）を用いて

音圧を測定する。 
音圧は、90dB 以上であること。 

音声により警報を発するも

の 

定格出力により音声警報の第二警報音を鳴

動させた状態において、音響装置（取り付け

られた状態）の中心から１ｍ離れた位置で騒

音計（Ａ特性）を用いて音圧を測定する。 

音圧は、92dB 以上であること。 

備考 １ 蓄積式中継器の機能試験は、感知器の作動試験及び発信機の作動により確認するものとする。 

２ 複合式の感知器の試験は、それぞれの種別に応じて行うものとする。 

３ 作動試験に用いる試験器は、所定の性能を有していること。 

４ ※印の試験は、自動試験機能を有する場合にあっては自動的又は簡単な操作による試験によって、記録紙等に「異常」表示が行われないこと（連動型警報機能付感知器に

あっては、当該感知器すべてが連動すること）を確認することにより替えることができる。 

５ ☆印の試験は、遠隔試験機能を有する場合にあっては外部試験器による試験によって、記録紙等に「異常」表示が行われないこと（連動型警報機能付感知器にあっては、

当該感知器すべてが連動すること）を確認することにより替えることができる。 
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